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火葬等許可事務システム標準化検討会（第１回） 

 

議事概要 

日時：令和６年10月３日（木）14:00～15:00 

場所：WEB 会議 

 

出席者（敬称略） 

（構成員） 

岡村 智教(座長) 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室 教授 

飯倉 健悟 茨城県猿島郡五霞町町民税務課 主任 

寺尾 善実 東京都新宿区地域振興部戸籍住民課戸籍係 戸籍主査 

背黒 勝博 東京都大田区区民部戸籍住民課戸籍住民担当係長（戸籍） 

保科 慎子 東京都渋谷区区民部住民戸籍課戸籍係 

金内 久美子 東京都江戸川区生活振興部区民課戸籍管理係 主任 

小林 大輔 愛知県岡崎市市民安全部市民課戸籍係 係長（主任主査） 

奥  真貴 広島県広島市安佐南区役所市民部市民課 主査 

南  晃介 福岡県春日市市民部市民課受付戸籍担当 総括係長 

新城 亮子 沖縄県国頭郡今帰仁村住民課戸籍住民証明係 課長補佐 

後藤 奈緒子 日本電気株式会社パブリックシステム開発部門住民情報システ

ム開発統括部住民情報 SaaS グループ 

諏訪 兼也 株式会社日立システムズ公共・社会事業グループ公共情報サービ

ス第一事業部公共パッケージ開発第三本部パッケージ開発第七

部 

高澤 圭介 富士通Ｊａｐａｎ株式会社Ｐｕｂｌｉｃ＆Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

事業本部住民情報サービス事業部 マネージャー 

水村 将樹 富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部システム

開発部仕様統括グループ グループ長 

根岸 啓 株式会社両毛システムズ公共ソリューション第 1課 係長 

金井 智洋 日本加除出版株式会社 顧問 

米田 圭吾 デジタル庁デジタル社会共通機能グループ地方業務システム基

盤チーム 統括官付参事官付 参事官補佐 

津田 直彦 デジタル庁デジタル社会共通機能グループ地方業務システム基

盤チーム 統括官付参事官付 参事官補佐 

千葉 大右 デジタル庁デジタル社会共通機能グループ地方業務システム基

盤チーム 地方業務標準化エキスパート 

池端 桃子 デジタル庁デジタル社会共通機能グループ地方業務システム基

盤チーム 地方業務標準化エキスパート 



2 
 

丸尾 豊 総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室 課長補佐 

中川 瑛 総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室 課長補佐 

青山 琢麿 法務省民事局民事第一課 補佐官（戸籍担当） 

島添 悟亨 厚生労働省大臣官房情報化担当参事官室 室長補佐 

飯野 一浩 厚生労働省大臣官房情報化担当参事官室 室長補佐 

木下 容子 厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室 統

計情報調整官 

諏訪 克之 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課 課長 

篠原 智仁 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課 生活衛生調整企画官 

大塚 憲孝 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課 課長補佐 

 

【議事次第】 

１．開会 

２．議事 

（１）方針説明と全業務に共通するデジタル庁方針への対応の説明 

（２）アンケート結果の説明 

（３）その他の改定事項等の説明 

３．閉会 

 

【意見交換（概要）】 

（議事（１）について） 

○ 事務局から、資料２に基づき本検討会の背景と目的、標準仕様書【第2.0版】の作成ス

ケジュールのほか、全業務に共通するデジタル庁方針への対応について説明が行われ、特

段構成員からの意見、質問等はなかった。 

 

（議事（２）について） 

○ 事務局から、資料３に基づき火葬等許可事務システム標準仕様書【第 1.0 版】に関する

アンケート結果について説明が行われた。 

 

○ 資料３のP.17「身体の一部火葬等許可証について」に記載されている事務局の考え方は、

手術等により切断された手足等であることを前提としたものとなっているが、質問をし

たベンダーは、殺人等で上半身と下半身が別々に見つかるような場合を想定して質問し

ているのではないか。（構成員） 

 → 「身体の一部」の状態によっては墓地、埋葬等に関する法律上の「死体」に該当する

場合もあるのではないかという御指摘と受け止めたが、「死体」に該当するのであれば、

同法上の火葬許可をするということになるので、その場合に作成・発行する許可証も同

法上の火葬許可証ということになるのではないか。（事務局） 
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（議事（３）について） 

○ 事務局から、資料２（P.12 以降）に基づきその他の改定事項等について説明が行われ、

特段構成員からの意見、質問等はなかった。 

 

（その他） 

○ 事務局から、連絡事項として以下の説明が行われた。 

 指摘事項がある場合は、資料４の指摘事項管理表に記入の上、令和６年10月18日（金）

までに事務局宛てメール送付をお願いする。 

 第２回検討会は、令和６年11月上旬頃を予定（詳細は後日連絡）。ただし、構成員か

らの指摘事項が少なく、軽微な変更しか生じない場合は第２回検討会を書面開催と

する可能性がある。 

 

以 上 


